
7日以内に
通知する。

１４日以内
に基準日
を決定する。
（原則請求日と同じ）

約款26条第3項

１４日以内
に確定する。

インフレスライド条項（建設工事請負契約約款第２６条第６項）適用に伴う実施フロー

スライド変更契約締結

様式２　「約款第２６条第６項に
基づく請負代金額の変更につ
いて（請求）」を工事担当課に提
出する。

様式３　「約款第２６条第８項に
基づく協議の開始日について
（通知）」を受注者に通知する。

様式４　「約款第２６条第６項に
基づく請負代金額の変更につ
いて（協議）」を受注者に通知す
る。また、協議に対する様式５
「承諾書」を工事担当課に提出
する。

2
ヶ
月
以
上
の
残
工
事

出来高を確認
残工事量を算定
スライド額を算定

変更契約依頼

完成日

請求日

スライド額協議開始日の通知

基準日

スライド額協議開始

スライド額決定


